
 

認定調査員テキスト 2009 令和３年４月版改訂箇所について 

 

令和３年４月の要介護認定制度の見直しに伴い、認定調査員テキストが以下のとおり改訂され

ました。 

 

認定調査票（概況調査）（テキスト 158頁） 

 

施設利用・施設連絡先及び項目Ⅳについて下記のとおり改訂されました。 

 

 

 

施 設 等 利 用 

□介護老人福祉施設  □介護老人保健施設  □介護療養型医療施設  □介護医療院  □特定施設入居者生活介護適用施設 

□認知症対応型共同生活介護適用施設（グループホーム） □医療機関（医療保険適用療養病床） □医療機関（療養病床以外） 

□養護老人ホーム※１ □軽費老人ホーム※１ □有料老人ホーム※１・２ □ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅※１ □その他の施設等 

施 設 等 連 絡 先 

施設等名                          

郵便番号     －                     電話      －     － 

住  所   

※１ 特定施設入居者生活介護適用施設を除く。  ※２ サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものを除く。 

Ⅳ 調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境（外出が困難になるなど日常生活に支障となるような環境の
有無）、施設等における状況、日常的に使用する機器・器械の有無等について特記すべき事項を記入してく
ださい。 

※家族状況 □独居 □同居（夫婦のみ） □同居（その他）（家族状況については、左のいずれかにチェックすると 
ともに特記すべき事項を記載） 

 

 


